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を
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付
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る
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衆
議
院
議
員
三
ッ
矢
憲
生
君
提
出
菅
内
閣
の
日
本
航
空
再
生
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
航
空
、
株
式
会
社
日
本
航
空
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
及
び
株
式
会
社
ジ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
以
下
「
対
象

事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
更
生
計
画
案
に
つ
い
て
は
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
管
財
人
た
る
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
中
心
に
、
現
在
作
成
中
で
あ
り
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
主
要
金
融
機
関
と
の
協
議
結
果
も
踏
ま
え
、
最
終
的
に
確
定
す
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
航
空
事
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
観
点
か
ら
、
事
業
再
生
の
支
援
を
目
的
と
す
る
機
構
と
連
携

し
て
、
対
象
事
業
者
の
確
実
な
再
生
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
対
象
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
置
か
れ
た
企
業
再
生
支
援
委
員
会
に
よ
り
、
三
年
以
内
に
事
業
再
生
が
見
込

ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



機
構
の
対
象
事
業
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
多
額
の
公
的
資
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で

に
も
、
対
象
事
業
者
に
関
す
る
各
種
の
公
表
資
料
に
限
る
こ
と
な
く
、
対
象
事
業
者
の
再
生
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
、
可
能

な
限
り
の
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
引
き
続
き
、
適
切
な
情
報
開
示
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


